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１ 調査概要
➢ 次のような形で、事前調査を実施した。

区分 概要

目的 各医療機関との協定締結に先立ち、現時点における協定締結への意向等を把握するため

期間 ７月～11月（回答率向上のため期間の延長を実施）

対象 県内の医療機関、検査機関、宿泊施設

調査項目 ○ 協定締結に向けた意向確認
○ 協定締結に当たって、設備整備等行政から必要な支援 

➢ 本調査の回答率は、次のとおりとなっている。（12/11時点）

区分 区分 回答数 回答率

病院 病院全体 218機関（N＝232） 94％

（うち、確保病床を有した実績がある病院） 113機関（N＝116） 97％

診療所 診療所全体 1,223機関（N＝2,551） 48％

（うち、診療・検査医療機関の実績がある診療所） 1,189施設（N＝1,268） 94％

薬局 薬局全体 911機関（N＝1,575） 58％

（うち、オンライン服薬指導・薬剤交付可能な薬局リスト掲載薬局） 623機関（N＝810） 77％

訪問看護事業所 訪問看護事業所全体 171機関（N＝482） 35％

（うち、自宅療養者への訪問看護実績がある事業所） 60機関（N＝69） 87％

検査機関 検査機関全体 23機関（N＝23） 100％

（うち、コロナ対応においてPCR検査の委託実績がある検査機関） ５機関（N＝５） 100％

宿泊療養施設 宿泊療養施設全体 98機関（N＝279） 35％

（うち、宿泊療養施設としての対応実績がある宿泊施設） 21機関（N＝22） 95％
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２ 調査結果（医療機関）
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区分

流行初期（～３か月（※１）） 流行初期以降（～６か月）

数値目標案
（①）

調査結果（②）
充足率
（②/①）

数値目標案
（③）

調査結果
（④）

充足率
（④/③）

確保病床 396床 324床 82％ 891床 747床 84％

発熱外来 779機関 619機関 79％ 1,499機関 1,124機関 75％

自宅療養者等への医療提供 － － － 1,265機関 1,342機関 100％

（うち、病院・診療所） － － － 386機関 549機関 100％

（うち、訪問看護事業所） － － － 69機関 112機関 100％

（うち、薬局） － － － 810機関 700機関 86％

後方支援 － － － 122機関 196機関 100％

人材派遣
（感染症医療業務従事者）

－ － － 46人 60人 100％

人材派遣
（感染症予防等業務関係者）

－ － － 102人 83人 81％

人材派遣（DMAT) － － － 54人 77人 100％

人材派遣（DPAT） － － － － 54人 100％

個人防護具の備蓄 － － － 1,263機関（※２） 936機関 74％

➢ 12/11時点において、本調査の調査結果は次のとおりとなっている。
事前調査の結果、協定締結の意向がある医療機関に対して、今後協定締結に向けて依頼等を行っていく予定。
（充足率について、100％を超える場合は100％として表示している）

※１：流行初期医療確保措置の基準を満たす医療機関を計上
※２：入院対応、発熱外来、自宅療養者等への医療提供、後方支援、医療人材の派遣のいずれかの実施実績がある医療機関の８割



２ 調査結果（検査機関・宿泊施設）
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区分

流行初期（～１か月） 流行初期以降（～６か月）

数値目標案
（①）

調査結果
（②）

充足率
（②/①）

数値目標案
（③）

調査結果
（④）

充足率
（④/③）

検査の実施能力 4,725件 17,139件 100％ 17,300件 26,577件 100％

（うち、保健環境センター等） 490件 490件 100％ 490件 490件 100％

（うち、医療機関、民間検査機関） 4,235件
16,649件
（※１）

100％ 16,810件 26,087件 100％

宿泊療養施設 819室 2,474室 100％ 2,334室 2,868室 100％

➢ 12/11時点において、本調査の調査結果は次のとおりとなっている。
事前調査の結果、協定締結の意向がある検査機関及び宿泊施設に対して、今後協定締結に向けて依頼等を行っていく予定。
（充足率について、100％を超える場合は100％として表示している）

※１：流行初期医療確保措置の基準を満たす医療機関を計上
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３ 今後のスケジュール
➢ 事前調査の回答を基に、２月以降、各医療機関等と協定締結作業を実施し、令和６年４月１日には協定を締結した状態を目指す。

日付 概要

１月 １１日 第３回広島県感染症対策連携協議会

中旬 関係団体への報告、事前調査で対応可能と回答した医療機関に対する説明会の開催

下旬

２月 上旬 各医療機関に対する協定書の事前確認依頼

中旬

下旬 回答の〆切り、回答内容の確認及び整理

３月 上旬 庁内決裁等

中旬

下旬 各医療機関へ協定書を送付（併せて第１種協定指定医療機関、第２種協定指定医療機関の指定書も送付）

４月 上旬 公表

※協定書の内容については現在調整中だが、国が提示したひな形をベースとして、医療措置の内容（確保病床数等）、個人防護具の備蓄、広島県感染

症医療支援チーム等の派遣に係る内容、費用負担、有効期間、協定の措置を講じていない場合の措置（法に基づく勧告・公表）などを規定する予定。
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